
○都城市農業後継者等支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、農業の中核となる担い手を継続的に確保し、食料基地として

安定的に農産物の生産をしていくため、新たに就農する農業後継者等を対象とし

て給付金を支給する都城市農業後継者等支援事業（以下「事業」という。）を実

施するため、都城市補助金等交付規則（平成18年規則第64号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 農業後継者等 親元就農者及び新規参入者をいう。 

(２) 親元就農者 次の要件の全てを満たす者であって、市長が適当と認めたも

のをいう。 

ア 親族等が経営する農業に従事し、若しくは従事する予定のある者、又は親

族等が経営する農業を継承し、若しくは継承する予定のある者であって、次

のいずれかに該当するものであること。 

(ア) 給付金を申請する日（以下「申請日」という。）が、就農した日から

起算して１年以内である者 

(イ) 就農する予定の日が、申請日から起算して３月以内である者 

イ 親族等が経営する農業を継承し、及びその規模を拡大する意思がある者で

あること。 

ウ 市内に就農に必要な農業用施設、農業用機械等（以下「農業経営基盤」と

いう。）を本人又は親族等が所有している者であること。 

(３) 新規参入者 次の要件の全てを満たす者であって、市長が適当と認めたも

のをいう。 

ア 親元就農者以外の者で独立・自営就農する意思があるものであって、次の

いずれかに該当するものであること。 

(ア) 申請日が、就農した日から起算して２年以内である者 



(イ) 就農する予定の日が、申請日から起算して３月以内である者 

イ 市内に就農に必要な農業経営基盤を本人が確保している、又は確保が見込

まれている者であること。 

ウ 研修経験、実務経験、農業に関する知識等が全くない状態で独立自営就農

を開始しようとしていると市長が判断する新規参入者にあっては、農業技術

の習得のため、申請日前に、市長が適当と認めた農家等において、農業経営

に関する研修を市長が適当と認める期間受けている者であること。 

（対象者） 

第３条 事業の対象者は、農業後継者等であって、次の各号に掲げるいずれの要件

も満たすものとする。ただし、同一世帯又は同一経営体の場合における対象者

は、同一世帯又は同一経営体に属する者のうちから１人とする。 

(１) 市内に居住し、申請日において56歳未満であること。 

(２) 第６条第４項の給付金の支給期間及び給付金の支給期間終了後において継

続して就農できること。 

(３) 農業に専業で従事すること、又は農業に専業で従事しない場合は、申請者

本人若しくは親族等が経営する農業での従事時間が年間1900時間以上であるこ

と。 

(４) 国が実施する、新規就農者育成総合対策実施要綱に定められた経営開始資

金の交付要件を満たさないこと。 

(５) この要綱による給付金を受給したことがないこと。 

（申請） 

第４条 農業後継者等は、給付金の支給を受けようとするときは、都城市農業後継

者等支援事業申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

(１) 新規就農時の経営実績・計画書 

(２) 市税の滞納のない証明書 

(３) 離職票、雇用保険受給資格者証、卒業証書等の前歴が確認できるもの 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 申請書の提出期限は、４月、７月、10月及び１月の末日までとする。 



（承認通知） 

第５条 市長は、第12条に規定する審査会において適否を決定し、給付金の支給を

適当と認めたときは、審査の結果を承認通知書（様式第２号）により申請者に通

知する。 

２ 審査の結果、給付金の支給が適当と認められないときは、不承認通知書（様式

第３号）により申請者に通知する。 

（給付申請及び給付） 

第６条 審査会において承認された農業後継者等（以下「支給対象者」という。）

は、給付申請書（様式第４号）により市長に給付金の支給を申請する。ただし、

就農前に承認された場合においては、就農した時点で申請するものとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当であると認め

た場合は、給付金支給決定書（様式第５号）により通知し、支給対象者に対し給

付金の支給を決定した日の属する月から毎月給付金を支給するものとする。 

３ 給付金の額は、支給対象者のうち、親元就農者に対しては、月５万円とし、新

規参入者に対しては、月10万円とする。 

４ 給付金の支給期間は、２年以内とする。ただし、支給の期間内に一時的に就農

を休止することがやむを得ないと市長が認めた場合は、給付金の支給を一時停止

し、就農再開後に支給を再開することができる。 

５ 前項ただし書きの場合において、支給期間内に給付金の支給を再開したとき

は、給付金の支給開始の日から起算して３年を超えない範囲まで支給期間を延長

することができる。この場合において、給付金を支給する期間は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 (１) 休止の期間（休止期間が２年以上の場合にあっては、その合計期間。以下

「休止期間」という。）が１年以下の場合 支給期間に当該休止期間を加えた期

間 

 (２) 休止期間が１年を超える場合 支給期間に１年を加えた期間 

６ 給付金は、次の各号に掲げる月に応じて、当該各号に定める期日に支給するも

のとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、そ



の日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。 

(１) １月から11月まで 当該月の末日 

(２) 12月 12月25日 

（就農状況報告） 

第７条 支給対象者は、支給期間中及び支給期間終了後３年間は、年１回、３月末

日までに就農状況報告書（様式第６号）に作業日誌（様式第７号）を添えて、市

長に就農状況を報告しなければならない。 

２ 前項に掲げる報告のほか、支給対象者は、支給期間中は、年１回、９月の末日

までに作業日誌を市長に提出しなければならない。 

（住所等変更届） 

第８条 支給対象者は、支給期間内又は支給期間終了後３年以内に居住地、氏名等

を変更した場合は、変更後１か月以内に住所等変更届（様式第８号）により市長

に届け出なければならない。 

（給付の中止） 

第９条 支給対象者は、この給付金の受給を中止する場合は、市長に中止届（様式

第９号）を提出しなければならない。 

２ 市長は、支給対象者から前項の中止届の提出があった場合又は次条第２項の規

定により給付金の支給の休止を不承認とする場合は、給付金の支給を中止すると

ともに、給付金支給中止通知書（様式第10号）により支給対象者に通知する。 

（支給の休止及び再開） 

第10条 支給対象者は、疾病、災害等により就農を一時的に休止する場合は、市長

に休止届（様式第11号）を提出しなければならない。 

２ 市長は、支給対象者から前項の休止届が提出されたときは、内容を審査の上、

休止について適否を判断するとともに、その結果を給付金支給休止承認（不承

認）通知書（様式第12号）により支給対象者に通知する。この場合において、休

止することを認めた場合にあっては、給付金の支給を休止するものとする。 

３ 前項の規定により給付金の支給の休止が認められた支給対象者は、支給期間内

に就農を再開する場合は、経営再開届（様式第13号）を市長に提出しなければな

らない。 



４ 市長は、前項に規定する経営再開届が提出された場合は、内容を審査の上、給

付金の支給の再開について可否を判断するとともに、その結果を給付金支給再開

承認（不承認）通知書（様式第14号）により支給対象者に通知する。この場合に

おいて、給付金の支給の再開を認めた場合にあっては、再開を認めた月から給付

金の支給を再開するものとする。 

（給付金の支給取消し及び返還） 

第11条 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その支給を

取り消し、及び既に支給した給付金の一部又は全部の返還を命ずることができ

る。この場合において、市長は、給付金支給取消通知書（様式第15号）及び給付

金返還通知書（様式第16号）により支給対象者に通知する。 

(１) 親元就農が支給期間中又は支給期間終了後３年以内に離農したとき。 

(２) 新規参入者が支給期間中又は支給期間終了後３年以内に離農したとき。 

(３) 虚偽その他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき。 

(４) この要綱の規定に違反したとき。 

(５) 生活費の確保を目的とした国、県の類似する支援事業による給付等が決定

したとき。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に違反したとき。 

２ 前項の規定は、給付金の支給を受けていた者が給付金支給期間終了後３年以内

の期間において、死亡し、又は疾病、災害等により就農を継続することができな

くなった場合は、適用しないことができる。 

３ 市長は、支給対象者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当

該各号で定める日をもって、給付金の支給を取り消すものとする。この場合にお

いては、既に支給した給付金の返還は命じないものとする。 

(１) 支給対象者が支給期間中に不慮の事故で死亡し、又は再就農が不可能とな

った場合 死亡し、又は再就農が不可能となった日 

(２) 単身の支給対象者が給付期間中に婚姻した場合であって、次に掲げる要件

の全てを満たすとき 婚姻日 

ア 婚姻の相手方の親族等が農業を経営している場合であって、支給対象者が

その農業に専従するとき。 



イ 支給対象者が申請時に提出した計画書に基づく就農を中止するとき。 

４ 前項の規定により給付金の支給を取り消した月における給付金の支給額は、第

６条第３項の規定にかかわらず、当該月の現日数を基礎として日割計算により算

出する。 

（審査会） 

第12条 第４条に規定する申請の内容を審査するため、市に都城市農業後継者等支

援事業審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（審査会の構成） 

第13条 審査会は、次に掲げる者により構成する。 

（１） 農政課長 

（２） 農産園芸課農産担当長 

（３） 農産園芸課園芸特産担当長 

（４） 畜産課畜産振興担当長 

（５） 農業委員会事務局農政担当長 

（審査会の会議） 

第14条 審査会に会長を置き、農政課長をもって充てる。 

２ 審査会の会議（以下「会議」という。）は、書面により実施する。 

３ 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

４ 会長は、必要があると認めるときは会議を開催し、また会長が指定した者を会

議に出席させ、意見を聴取することができる。 

（庶務） 

第15条 審査会の庶務は、農政部農政課において処理する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （都城市農業後継者等支援事業実施要綱の廃止に伴う経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に都城市農業後継者等支援事業実施要綱（平成28年度

告示第105号。以下「告示」という。）第５条の規定により、給付金の支給の認定



を受けた者の告示第６条から第10条までの手続等及び第11条に定める給付金の支

給取消し及びこの返還に関する規定は、この要綱の相当規定を適用するものとす

る。 

 （この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１月１日から施行する。    


